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～「経済危機対策」の早期実施及び弾力的な運用を求める要望～

我が国経済は 「百年に一度」の経済危機に直面し，４月１日に発表された，
日本銀行「短観」の業況判断指数において，大企業製造業が１９７４年の調査
開始以来，最悪の水準となるマイナス５８に急落するなど，未曾有の状況に突
入しております。

雇用面においても 「派遣労働者の解雇及び雇止め」に続き 「正規社員の， ，
雇用調整」の動きが急速に広がりつつあるなど，かつてない事態を目の当たり
にし，国民の不安感と苛立ちはピークに達しつつあります。

本県においては，１月補正予算と２１年度当初予算を合わせ，密接不可分の
「１５か月予算」として編成し，県単・維持公共事業の切れ目ない実施や，昨
年度比２０％増の予算額の確保をはじめ，労働・経済界を含めた「挙県一致」
の体制のもと，出来うる限りの対策を講じているところです。

更に今後 「未曾有の経済危機」の被害を最小限に止めるためには，国・地，
， ，「 」，「 」，方が一致協力して 持てる政策と英知を結集し 雇用対策 中小企業対策

「地方重視の対策」に，スピード感を持ち全力を挙げて取り組む必要がありま
す。

こうした中，政府・与党においては，この度 「緊急的な対策－底割れの回，
避 「成長戦略－未来への投資 「安心と活力の実現－政策総動員 「税制」， 」， 」，
改正」を対策の柱とする，過去最大規模の「経済危機対策」を発表したところ
です。

この対策には，地域における公共投資の円滑実施に配慮した交付金の創設を
はじめ，数多くの「地域経済支援策」が盛り込まれており，今後の予算編成作
業において，地方の実情を踏まえた，より効果的な事業としていただくことに
より 「経済浮揚の強力なエンジン」となることが期待されます。，

つきましては，国におかれては，次のとおり「経済危機対策」の実施を急が
れるとともに，地域の実情にあった事業執行を可能とするため，制度に係る速
やかな情報提供，地方への重点配分に努め，各制度の弾力的運用を図られます
よう，ここに要望いたします。

平成２１年４月１５日

徳島県知事 飯泉 嘉門
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Ⅰ 地域経済と雇用を守る緊急経済雇用対策の推進

１１１１ 中小企業支援中小企業支援中小企業支援中小企業支援のためののためののためののための信用補完制度信用補完制度信用補完制度信用補完制度のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

我が国の産業活力や雇用の維持・「百年に一度」の経済危機に際して，

創出に重要な役割を担っている中小企業の金融円滑化を図るため，信用保証

協会における経営安定の確保や緊急保証制度に対応した保険制度の料率軽

減など，「信用補完制度」の一層の充実を図っていただきたい。

(1) 中小企業の金融円滑化に向けて，信用保証協会の経営の安定を確保し，

より積極的に保証承諾ができるようにするため，社団法人全国信用保証協

会連合会が信用保証協会に対して行う「損失補償」の補填率を，現行の中

小企業信用保険による補填を除いた金額の「８０％」から「９０％」に引

き上げるとともに，これに対する支援（補助）を強化すること。

(2) 中小企業者の資金繰り支援において，保証枠が10兆円拡大された「緊急

保証制度」がより一層活用されるよう，次の措置を講じること。

① 緊急保証制度の対象業種について 法令上の保証対象外業種 や 中，「 」 「

小企業性の薄い業種」を除く全業種の指定

② 中小企業信用保険制度の保険料率について，緊急保証制度に適用され

る「普通保険 （保険料率０．４１％）及び「無担保保険 （同０．２９」 」

％）の保険料率の軽減

（参考１）四国における徳島県の緊急保証の状況（H21.3末現在)

徳島県の構成比（Ａ／Ｂ）保証承諾実績 徳島県 Ａ 四国全体 Ｂ（ ） （ ）

件 数 3,638 11,892 30.6 ％

（ ） （ ）金額 百万円 52,292 177,196 ※ 29.5％ ※H20.11末：56.2％

（単位：百万円）（参考２）徳島県の新規保証承諾額の状況

新規保証承諾額 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年度（Ａ） 8,273 7,688 8,016 4,613 4,947 5,302

平成20年度（Ｂ） 3,674 19,415 21,199 7,536 7,135 6,685

うち緊急保証分 17,492 19,110 6,095 5,076 4,519

対前年度比 B/A 44.4％ 252.5％ 264.5％ 163.4％ 144.2％ 126.1％（ ）
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(注釈）

① 現状と課題

本県では 「百年に一度」の経済危機に際して，セーフティネット資金をはじめ，，

県中小企業向け融資制度による支援を強化するとともに，県信用保証協会等との緊密

な連携体制を構築した結果，

県内における緊急保証制度の実績は，３月末現在で，四国全体の約３０％に当たる

３，６３８件，約５２３億円に達しており，県内中小企業の資金繰り円滑化支援に

大きな効果を発揮してきたところである。

その一方，平成２０年度の県信用保証協会における代位弁済は，６４３件，約５７

億円となっており，金額ベースでは前年度比３２．７％増と「過去１０年間で最悪」

の状況で，特に建設業、製造業、小売業の業種が多くなっている。

今後 「１００％保証」である緊急保証制度の保証承諾額の増加や経済情勢の一段，

の悪化によって代位弁済が増加した場合，県信用保証協会の経営が不安定になり，中

小企業に対する保証姿勢に影響が出かねないと強く懸念しているところである。

② 「信用補完制度」の一層の充実

こうした点を踏まえ，信用保証協会が今後とも引き続き適正かつ積極的に中小企業

に対する保証承諾ができるよう，協会における貸倒リスクの負担を軽減することで経

営の安定を確保するとともに，

， 「 」制度創設以後 中小企業の資金繰り支援に大きな役割を果たしている 緊急保証制度

に適用される中小企業信用保険の保険料率を軽減するなど，信用補完制度の一層の充

実に向けて必要な支援措置を講じていただくよう要望する。

なお，本年４月３日には，全国知事会による「緊急雇用対策に関する提言・要請」

においても，国に対して同趣旨の要請がなされている。

【主管省庁局名】 経済産業省中小企業庁
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２２２２ 中小企業再生支援施策中小企業再生支援施策中小企業再生支援施策中小企業再生支援施策のよりのよりのよりのより一層一層一層一層のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて

「百年に一度」の経済危機に際して，我が国の産業活力や雇用の維持・創
出に重要な役割を担っている中小企業の活力の再生を図ることが益々重要と
なることから，中小企業再生支援施策のより一層の充実強化を図っていただ
きたい。

「百年に一度」の経済危機のため、中小企業の経営環境は厳しい状況にあ（１）
、 、 、り 今後 経営の悪化する中小企業がさらに増加することが懸念されるため

「中小企業再生支援協議会」がスピード感を持った対応ができるよう、活動
経費の増額をはじめとした予算面、弁護士、税理士、中小企業診断士等、事

、「 」業再生の専門家についての増員などの体制面から 中小企業再生支援協議会
機能のより一層の充実強化を図ること。

「経済危機」に鑑み、地域金融機関が中小企業の様々な成長段階にあわせ、（2）
各種手法の活用等を通じて中小企業の支援に取り組むことは、地域の金融円

、 、 、滑化 個々企業の成長を確保し 地域経済の発展に寄与することとなるため
地域密着型金融の一層の推進に努めるよう次の措置を講ずること。

① 地域金融機関が中小企業の経営改善支援、事業再生等に取り組んだ実績
については、全体的な公表ではなく、金融機関ごとの発表を行うこと。

、 、 、② 中小企業に対する経営改善支援 事業再生等について 積極的な取組み
先進的な取組みを行っている金融機関及びその職員に対する表彰制度を充
実することにより、今後に向けての熱意ある取組みを促し、社会的信用が
高まるよう努めること。

※現行制度 金融機関に対し財務局長名での表彰
↓

提案内容 金融機関及びその職員に金融庁長官、財務局長名で表彰

(参考１）徳島県の新規保証承諾額の状況 （単位：百万円）

新規保証承諾額 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成１９年度（Ａ） ８，２７３ ７，６８８ ８，０１６ ４，６１３ ４，９４７ ５，３０２

平成２０年度（Ｂ） ３，６７４ １９，４１５ ２１，１９９ ７，５３６ ７，１３５ ６，６８５

うち緊急保証分 １７，４９２ １９，１１０ ６，０９５ ５，０７６ ４，５１９

対前年度比（B/A） ４４．４％ ２５２．６％ ２６４．５％ １６３．４％ １４４．２％ １２６．１％

(参考２）徳島県の代位弁済の状況 （単位：百万円）

代位弁済の金額 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成１９年度（Ａ） ２５１ ４２２ ３３８ ２７３ ２６８ ３６９

平成２０年度（Ｂ） ６６９ ４５７ ３７７ ３６９ ４１９ ３８５

対前年度比（B/A） ２６６．５％ １０８．３％ １１１．５％ １３５．２％ １５６．３％ １０４．３％

平成１９年度 ５４０件、４，２６６百万円

平成２０年度 ６４３件、５，６６１百万円（対前年度比１３２．７％）
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（注釈）

① 現状と課題

・本県においては 「緊急保証制度」を積極的に活用し、本県の保証承諾は、平成２１年３月末現、

在、件数で３，６３８件、金額で約５２３億円となっており、県内中小企業の資金繰りの円滑

化、倒産防止に一定の役割を果たしている。

・その一方で 「原油・原材料高」に続く「経済危機」の影響により、県信用保証協会における、、

、 ． 、 。中小企業についての代位弁済額は 前年度比３２ ７％の増加となり 過去１０年で最も多い

・このため、中小企業が９９．９％を占める本県においては 「経済危機」に際して、産業活力や、

雇用の維持・創出に重要な役割を担っている中小企業の活力の再生を図ることが益々重要と考

えている。

・こうしたことから、中小企業の再生を支援する「中小企業再生支援協議会」のさらなる機能の

強化充実は不可欠である。

・また、中小企業再生支援協議会機能の強化充実とともに、地域金融機関の地域密着型金融を進

、 、 。め 中小企業に対する経営改善支援 事業再生についての取組みを強化することが重要である

【主管省庁局名】 経済産業省中小企業庁、内閣府金融庁
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雇用対策（能力開発対策）の推進について３３３３

極めて厳しい経済情勢を踏まえ 「雇用保険を受給していない者」に対，

する雇用対策，とりわけ安定雇用に結びつく能力開発について，必要な措

置を講じていただきたい。

(1) 「雇用保険を受給していない者」を対象とした職業訓練の抜本的拡充に

際して，国の委託事業として県が実施している「離職者等再就職訓練事

業」についても 「雇用保険を受給していない者」を対象とした訓練コース，

の設定・実施ができるよう制度の拡充を図っていただきたい。

また 「雇用保険を受給していない者」が訓練コースを受講する期間中の，

生活を保障するため，新たに基金を造成し，給付制度を設けていただきた

い。

(注釈）

① 本県では，離職者等に対し民間機関を活用して職業訓練を実施することにより，早期

の就職促進を図るための「離職者等再就職訓練事業」について，厳しい雇用情勢に対

応するため，平成２０年度の８訓練科１７０名を平成２１年度においては，２３訓練

科３８５名と定員を倍増して実施することとしている。

② しかしながら，この訓練の受講者の決定にあたっては，雇用保険受給者が優先され，

定員を上回る応募があった場合には，結果として「雇用保険を受給していない者」が

排除される場合がある。

③ 極めて厳しい雇用情勢下では，各訓練コースにおいて定員を上回る応募があり，事

実上 「雇用保険を受給していない者」は訓練を受講できにくい状況となっている。，

また 「雇用保険を受給していない者」が訓練を受講する場合，訓練期間中の生活，

支援が必要不可欠である。

【【【【主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名】】】】厚生労働省職業能力開発局厚生労働省職業能力開発局厚生労働省職業能力開発局厚生労働省職業能力開発局



6

４４４４ 「「「「地域経済地域経済地域経済地域経済をををを支支支支えるえるえるえる生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤」」」」であるであるであるである水田水田水田水田をををを最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用するするするする新規需要米新規需要米新規需要米新規需要米のののの

生産流通支援生産流通支援生産流通支援生産流通支援についてについてについてについて

地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けけけけ、、、、地域地域地域地域にあるにあるにあるにある豊豊豊豊かなかなかなかな生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤をををを活用活用活用活用しししし 「「「「水田水田水田水田、、、、

フルフルフルフル活用活用活用活用」」」」によるによるによるによる米粉用米米粉用米米粉用米米粉用米などのなどのなどのなどの新規需要米新規需要米新規需要米新規需要米にににに対対対対するするするする生産流通支援生産流通支援生産流通支援生産流通支援のののの拡充拡充拡充拡充

をををを図図図図りりりり、、、、経営経営経営経営としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立つつつつ仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築することすることすることすること。。。。

(1) 地域経済活性化につながる「水田フル活用」を円滑に進めるため、米粉

用米、飼料用米及び飼料用稲の新規需要米の取り組みが、経営として成り

立つよう追加支援を行うこと。

(注釈）

① 現状と課題

食料自給率向上を図るためには、水田をフルに活用した持続的な農業生産を確立

する必要がある。

② 新規需要米に対する助成単価は、経営が成り立つ水準とし、水田農業の維持・発

展、雇用の確保につながる、主食用米と同等程度の生産者収益が確保できるよう

な制度となるよう追加支援をお願いしたい。

(2) 米粉用米の作付け拡大を進めるため、米粉の利用技術の開発や利用促進

ＰＲなど需要拡大に向けた対策の拡充を図ること。

(注釈）

① 現状と課題

・米粉用米の円滑な流通を図るためには、小麦に替え、新たにパン、麺、菓子など

に米粉が使用される必要がある。

・このため、本県では県独自の 「農商工連携ファンド事業」により、、

ＪＡ徳島中央会を事業主体として、米粉活用連携事業体の育成による

｢米粉流通システム｣を構築する「米粉流通促進対策」を講じることとしている。

② 米粉の流通促進については「食料・農業・農村基本法」に基づき国が行っている

米の消費拡大の取り組みと同様に､国の責務と位置付けて推進していただきたい｡

【【【【主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名】】】】農林水産省総合食料局農林水産省総合食料局農林水産省総合食料局農林水産省総合食料局・・・・生産局生産局生産局生産局
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Ⅱ 地方重視の地球温暖化対策の推進

５５５５ 「「「「地域版地域版地域版地域版グリーングリーングリーングリーン・・・・ニューディールニューディールニューディールニューディール基金基金基金基金」」」」のののの弾力的活用弾力的活用弾力的活用弾力的活用についてについてについてについて

地域版グリーン・ニューディール基金の創設にあたっては、温室効果ガ
ス削減に大きな役割を担っている地方に重点的に配分するとともに、自然
環境や産業構造など、地域が持つ特性に応じた地方独自の地球温暖化対策
を効果的に展開できるよう柔軟かつ弾力的な制度としていただきたい。

（１） 各地方公共団体の基金額は、二酸化炭素の吸収源となる森林の整備を
通じて、温室効果ガスの削減に大きな役割を担っている本県をはじめと
した地方の現状を踏まえ、例えば「全国の人工林面積に占める都道府県
別面積比率」や「地方公共団体が支出した林業費総額に占める都道府県
別林業費の割合」など、森林整備に必要な経費を考慮した配分とするこ
と。

（２） 各地方公共団体は、地域の実情に応じた効果的なハード、ソフト両面
の幅広い施策を展開するとともに、地方の創意工夫を発揮することがで
きるよう、基金の使途を制限することなく、柔軟かつ弾力的に活用でき
る制度とすること。

（３） 基金を活用して実施する事業については、その財源を基金から全額充
当できることとし、地方負担が伴わないものとすること。

（４） 基金は取り崩し運用できるものとし、その期間は京都議定書に定める
平成２４年度までの４カ年とするなど、十分な施策効果が上がる期間と
すること。

(注釈）

①現状と課題

・2006年の温室効果ガス排出量は基準年に比べ6.2％増加する状況にあり、今後４年間

で京都議定書の第一約束期間の温室効果ガス削減目標である－6％を達成するために

は相当な削減努力が求められることとなる。

・目標達成計画では、2010年度以降速やかに、目標達成のために実効性のある追加的

対策・施策を講じることとしているが、温室効果ガス排出量が増加している現状に鑑

みれば、できるだけ早期の追加対策が必要なものと考えられる。

・しかしながら、百年に一度の経済危機といわれる現在、民間での取組みが停滞する

ことが危惧されており、このため、国の積極的な支援とともに、新たな基金を創設

し、吸収源対策としての森林整備や太陽光発電の利用促進などによる民生部門での排

出削減に地方公共団体が積極的に対策を講じることが、目標達成に効果的な取組みで

あると考えられる。

【主管省庁局名】 環境省総合環境政策局、地球環境局
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６６６６ 地方公共団体施設地方公共団体施設地方公共団体施設地方公共団体施設へのへのへのへの太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムシステムシステムシステム導入導入導入導入のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

温室効果ガスを削減し、地球温暖化対策を推進するためには、地方の主

要な建物である公共施設への一層の新エネルギー設備の率先的導入が不可

欠であり、国において、太陽光発電システムを地方の学校施設及び公共施

設に優先的かつ集中的に導入していただきたい。

(1) 太陽光発電システムの導入は、緊急経済対策と温室効果ガスの削減に即

効性があるとともに、さらには、東南海・南海地震など地震発生の可能性

が高まる中、地域の防災拠点に位置付けられている全ての学校施設及び公

共施設に優先的に導入することによって防災対策にもなる。

そのため、温室効果ガスの吸収源として大きな役割りを担っている地方

に対し、極めて厳しい地方財政を踏まえ国の全額負担によって、地方の学

校施設等に、優先的かつ集中的に太陽光発電システムを導入する制度とし

ていただきたい。

(注釈）

①現状と課題

・現在、地球温暖化対策の推進が望まれる中で、温室効果ガスを削減するためには、環

境負荷の低い新エネルギー設備の導入を今まで以上に普及促進させる必要があり、公

共施設への「太陽光発電システム」などを導入することは、行政の率先垂範行動とし

て、民間への波及効果は高く、飛躍的な普及に繋がるものと考えられる。

・また、百年に一度と言われる危機的な経済状況に対する景気浮揚策と地球温暖化対策

を同時に実施する、いわゆる「グリーン・ニューディール政策」が国際的にも大きな

流れとなっている。

・さらに、本県は、今世紀前半にもその発生が懸念されている東南海・南海地震による

甚大な被害が想定されるため、学校施設をはじめとする防災拠点施設の耐震化を推進

しているところであり、太陽光発電システムは、緊急時の自主電源としても期待され

るところである。

・しかし、現下の厳しい財政状況下では、地方公共団体において、設備導入に係る地方

負担額が確保できない状況であり、国においてその財源を全額確保し、地方公共団体

の施設への「太陽光発電システム」の導入に取り組まれることが望まれる。

【【【【主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名】】】】環境省地球環境局環境省地球環境局環境省地球環境局環境省地球環境局、、、、文部科学省文教施設企画部文部科学省文教施設企画部文部科学省文教施設企画部文部科学省文教施設企画部
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７７７７ 「「「「スクールスクールスクールスクール・・・・ニューディールニューディールニューディールニューディール構想構想構想構想」」」」のののの促進促進促進促進についてについてについてについて

公立小中学校施設は、児童・生徒の安全を確保するとともに、地域住民
の応急避難場所としての役割も担うことから、昨年度の「地震防災対策特
別措置法」の改正の対象とならなかった、Is値０.３以上０.７未満の小中
学校施設の耐震化についても、Is値０.３未満の施設と同様に制度の拡充
を図ること。

また、耐震化とあわせて実施するエコ改修及び学校におけるＩＣＴ環境
の整備について、大幅な制度の拡充を図ること。

(1) 公立小中学校施設において、Is値０.３以上０.７未満の耐震性のない施
設についても、Is値０.３未満と同様に国庫補助率の引き上げと、地方財政
措置の拡充を図ること。

(注釈）

① 本県は、全市町村が東南海・南海地震防災対策推進地域であり、県内の小中学校の

９０％以上の学校施設が地域住民の避難所に指定されており、同施設の耐震化率は、

平成２０年４月１日現在で４８.２％と全国的にも低い状況（全国平均６２.３％）で

あり、早急な耐震化を進める必要がある。

② 耐震化の事業を実施するには、多大な費用負担を要するため、耐震化促進の大きな

阻害要因となっている。

③ 国においては、中国・四川大地震で多くの学校施設が倒壊したことを受けて 「地、

震防災特別措置法」が改正され、Is値（構造耐震指標）が０.３未満の公立小中学校

施設の耐震化に対する国庫補助率の引き上げと、地方財政措置の拡充がなされたとこ

ろである。

④ しかしながら、県内の公立小中学校施設の耐震性を有していない施設の約８割が、

Is値０.３以上となっており､これらの学校施設の耐震化の促進も極めて重要である。

⑤ これらの施設については、県単独で「公立小中学校施設耐震化緊急支援制度」を創

設し、国と一体となって市町村に対する財政支援を行っているが、国のIs値０.３未

満並の補助・財政措置となっておらず、更なる財政支援を要望するものである。

(2) 「安全・安心の確保」や「環境負荷の低減」に向けた公立小中学校施設
の一体的な整備を図るため、耐震補強事業とあわせて実施する「耐震化関
連工事」について、次のとおり補助制度の拡充を図ること。

① 耐震化関連工事の「エコ改修工事」の対象に、太陽光発電施設の設
置、屋上緑化、グラウンドの芝生化、緑のカーテン等に拡大すること。

② 「エコ改修工事」を、耐震補強を実施しない別棟で行う場合にも補助
対象とし、さらに同一校内で「耐震補強」と「エコ改修」を一体的に行
う場合には、補助率の嵩上げを行うこと。
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(注釈）

① 近年、地球規模の環境問題が世界共通の課題として提起されており、学校施設にお

いても、環境負荷の低減や自然との共生に対応した施設を整備するとともに、未来を

担う子ども達が環境問題を身近に感じられるような工夫を行うことが重要である。

② 現在、耐震化関連工事として実施する「エコ改修工事」は、断熱材の付加や庇の付

け替えの改修工事が補助対象となっているが、太陽光発電などについては補助対象と

なっていない。また、耐震化関連工事は、耐震補強を行う棟で実施するものに限られ

ている。

③ 急務である学校施設の耐震化、また一方で急がれる地球温暖化対策を同時に実施す

ることで、安全・安心で地球環境にも配慮した学校施設の整備が、効率的に推進され

るよう要望するものである。

(3) 校内LAN整備経費については，補助対象を拡大するとともに，コンピュ
ータやプロジェクタなどの情報関連設備の整備においても大幅な財政措
置の導入を図り，ICT環境の整備促進を図ること。

(注釈）

① IT新改革戦略では，学校におけるICT環境の整備について 「2010年度までに全ての，

公立小中高等学校の教員に一人１台のコンピュータを配備し，学校と家庭や教育委員

会との情報交換の手段としてのITの効果的な活用その他様々な校務のIT化を積極的に

推進する 「校内LANや普通教室のコンピュータ等のIT環境整備について早急に，計。」

画を作成するとともに，学校における光ファイバによる超高速インターネット接続を

実現する 」と示されているが，多大な費用負担を要するため整備が進んでいない状。

況にある。

② 本県における平成２０年３月現在の学校におけるICT環境の整備状況では，普通教

室における校内LAN整備率が81.4%となっているが，超高速インターネット接続率45.

4%(全国平均51.8% ，教員の校務用コンピュータ整備率では55.4%(同57.8%)と全国的）

にも低い状況にあり，早急に整備を進める必要がある。

③ 耐震化に伴う学校施設の改修においては，ICT環境の整備についても配慮すること

が重要であり，電源の容量，黒板とスクリーン等の配置，地上デジタル放送に対応

した校内放送設備や防犯用IPカメラの設置，高速無線LANの整備など校内LANをベー

スにしたシステムの導入も同時に進めることが重要である。

④ ICTの活用においては，地域や学校による格差が大きいが，その要因としてICT環境

の整備不足が考えられることから，日本全国，どの地域の学校においても日常的にI

CTを活用するために，ICT環境の整備が効率的に図れるような財政支援を要望するも

のである。

【主管省庁局名】文部科学省大臣官房、総務省



11

８ ＬＥＤ応用製品の普及促進について

日本経済の早期回復と低炭素社会の実現を両立させるため，長寿命，
低消費電力等の特長を持ち，世界最高水準の技術と品質を誇る我が国の
ＬＥＤを使用した応用製品を普及促進するための施策を実施していただき
たい。

(1) 韓国においては，国を挙げてＬＥＤ産業の育成強化を図っており，近い
将来，世界市場に大きく参入してくることが予想されるため，我が国にお
いても，国際競争に打ち勝てるよう，ＬＥＤ産業に対する研究・技術開発
に対する支援を行ってください。

(2) 一定の品質水準をクリアしたＬＥＤ応用製品を国の各省庁において積極
的に導入し，また，地方公共団体の導入に対する支援を行うとともに，テ
レビ・エアコン・冷蔵庫を対象としたグリーン家電にＬＥＤ照明を位置づ
け，エコポイントの対象とすることによって消費者の購入促進を図るな
ど，ＬＥＤ応用製品の普及促進を実施してください。

【本県の取組】

県内中小企業が開発したＬＥＤ応用製品を，お試し発注として県の関係機関が率先購

入。

○お試し発注（本県の取組）

ＬＥＤﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（県庁ロビー） ＬＥＤ街路灯（高等学校）

(注釈）

① 現状と課題

２１世紀は環境の世紀であり，高性能，省エネルギー，小型，軽量であり，優れた

環境特性を有する「ＬＥＤ」の需要が国際的に急速に拡大しており，今後，一層の需

要拡大が見込まれる状況にあります。

韓国においては，ＬＥＤ産業の育成を国家戦略のひとつに位置づけ，2012年までに

技術開発や基盤推進費として4,000億ウォン（日本円：約300億円）を，また，照明市

場の３０％をＬＥＤに切り替えるため，3,500億ウォン（日本円：約260億円）を投入

することとしており，さらに，高効率のＬＥＤ照明使用者には，設置奨励金（設置費

用の１５～３０％水準）を支援する計画であります。

徳島県は，世界最大の「ＬＥＤメーカー」が立地する類い希なる地域であり，世界

的なＬＥＤ産業の集積地を目指す「ＬＥＤバレイ構想」の推進を図るなど，新産業の

創出に向けた取組を促進しているところであります。



12

また，県内中小企業が開発した応用製品をお試し発注として，県の関係機関が率先

購入し，販売促進や信頼性の向上につなげる取組を行っておりますとともに，ＬＥＤ

ランプやＬＥＤ蛍光灯を県庁舎に設置し，県庁舎を実証実験フィールドとして提供し

ているところであります。

国内企業の高い技術力を背景とした世界最高水準であるＬＥＤ照明をはじめとする

ＬＥＤ応用製品については，需要と販売価格の相関関係から比較的高コストであるた

め，高品質な製品が国民生活レベルにまで十分浸透するに至っていない状況にありま

す。

百年に一度といわれる未曾有の経済危機のなか，国を挙げたＬＥＤ応用製品の大規

模な需要を加速度的に創出させる施策を実施することにより，製品価格の低減を通じ

た企業の国際競争力を強化するとともに，産業活動や国民生活におけるエネルギー関

連支出の抑制を通じた低コスト社会の実現に資するものと考えております。

こうしたことを踏まえ，日本経済の早期回復と低炭素社会の実現を両立させるた

め，長寿命，低消費電力等の特長を持ち，世界最高水準の技術を誇るＬＥＤを使用し

た応用製品を普及促進するための施策が不可欠であります。

【主管省庁局名】 経済産業省商務情報政策局、資源エネルギー庁
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９９９９ 森林吸収源対策森林吸収源対策森林吸収源対策森林吸収源対策をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした「「「「緑緑緑緑のののの社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備」」」」のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

地球温暖化防止と雇用創出の両面で大きな効果が期待できる間伐などの

「森林吸収源対策」を推進できるよう，地方負担の軽減を図るとともに，

施策の充実・強化を図ること。

（1） 森林吸収源対策を着実に推進するため，間伐関係の森林整備事業に係る

地方負担分についても，現在検討中の臨時交付金の対象とすること。

（注釈）

① 当該交付金の対象は「建設地方債対象事業」を想定されているが，間伐や植林等の

造林公共事業も対象としていただきたい。

② 本県や県内市町村の多くは，造林公共事業に上乗せ助成を実施している状況にある

が，交付金の対象とすることで，間伐の一層の推進が図られる。

（2） 全額国費の定額助成方式により間伐が実施できる「条件不利森林公的整

備緊急特別対策事業」について，その事業対象に植栽や下刈り，獣害対策，

竹林の整備，間伐材の搬出経費などを加えるとともに，それに応じた助成

単価を設定すること。

（注釈）

① 「森林吸収源対策」は，間伐だけでなく植林も重要な対策の一つであるが，採算性

の悪化や獣害により植林されずに放置される伐採跡地も見受けられる。このため，植

栽や，植栽後に必要な下刈りや獣害対策も，事業対象とする必要がある。

② 竹林の整備や，間伐材の搬出を事業対象とすることで，地域の雇用創出や景観の保

全はもとより，間伐材や竹材のバイオマス利用の推進が期待できる。

（3） 平成２０年度２次補正で実施された「路網整備地域連携モデル事業 （全」

額国費の定額助成方式）について，事業を継続するとともに，予算の増額

や助成単価を引き上げ実施すること。

（注釈）

① この事業は，建設業者と森林組合等が連携して作業路網を整備する事業で，雇用の

創出や，効率的な森林整備や間伐材の搬出コストの低減に不可欠である。

② 一方，この事業は幅員３メートルの基幹作業道の整備が必須となっており，地形の

急峻な本県にとっては，助成単価の引き上げが望まれる。

【主管省庁局名】 農林水産省林野庁
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Ⅲ 医療と子育ての充実による「安全・安心」の確保

１０１０１０１０ 「「「「地域医療地域医療地域医療地域医療のののの再生再生再生再生」」」」にににに向向向向けたけたけたけた都道府県支援制度都道府県支援制度都道府県支援制度都道府県支援制度のののの充実等充実等充実等充実等についてについてについてについて

地域における医療の提供が危機的状況となっていることを踏まえ，今回

の「経済危機対策」における「地域医療の再生」に向けた都道府県への支

援制度については，各都道府県が地域の医師不足等の実情に応じた実効性

のある対策を機動的に講じられるよう，都道府県の自由度の確保や支援内

容の充実等について配慮されたい。

(1) 今回の支援制度の設計に当たっては，本県のような財政状況の厳しい都

道府県においても 地域医療の再生 のために必要な施策を機動的に展開，「 」

できるよう，都道府県の自由度を最大限確保するとともに，追加の地方負

担が生じないよう配慮すること。

(2) 各都道府県への具体的な財政支援の額については，本県のような，医師

の地域偏在が極端に顕著であり，地域医療の崩壊に瀕した２次医療圏を多

く抱えるなど，より危機的な状況にある都道府県に対して重点的に配分が

行われるよう，地域の実情を可能な限り的確に反映できる配分基準を設定

すること。

(3) 本県では，医療提供体制を確保するため，これまでも県単独で様々な事

業に取り組んでいるが，そうした事業も含め，各都道府県が地域の実情を

踏まえた的確な施策をきめ細かく実施できるよう 地域医療の再生 に向，「 」

けた事業については，幅広く今回の支援制度の対象とすること。

(4) 災害拠点病院等の耐震化整備に係る助成については、地方自治体におけ

る厳しい財政状況に鑑み、公立病院も対象とすること。

(注釈）

① 現状と課題

・本県においては，へき地や中山間地域における医師不足や，産科・小児科・救急・外

科などの特定診療科における医師不足が，年々深刻化し，極めて憂慮すべき状況とな

っている。

・特に，県南部・県西部においては，地域の医療を支える公立・公的病院の医師不足が

顕著であり，診療体制の縮小に加え，内科医等の不足から救急患者の受入を休止する

など，地域における医療の提供が極めて厳しい状況となっている。

・さらに，分娩取扱を休止・中止する医療機関が相次ぎ，本年４月からは，６つの２次

保健医療圏のうち３つの医療圏において，お産ができる病院が無くなるという危機的

な状況に陥っている。
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・このような状況を踏まえ，本県では，医療提供体制を確保するため 「医師・看護師，

」，「 」，「 」，「 」の養成・確保 勤務環境の改善 県民への意識啓発 即戦力となる医師の確保

など，あらゆる施策を総合的に展開しているところであるが，財政的・制度的な問題

があり，県独自の対応には限界がある。

② 「地域医療の再生」に向けた支援制度の充実等

こうした状況を踏まえ 「地域医療の再生」に向けた支援制度については，財政力，

に乏しい都道府県においても，地域の実情に応じて創意工夫を凝らした事業を迅速

かつ総合的・計画的に展開できるよう制度設計について配慮していただきたい。

③ 各都道府県の配分基準の設定に当たって考慮すべき指標

・ 面積あたり医師数」「

徳島県は面積100km 当たり医師数52.4人，全国第31位（平成18年医師・歯科医師・
2

薬剤師調査 。）

・ 高齢化率」「

， （ ）。徳島県の75歳以上人口割合は13.2％ 全国第７位 平成19年10月１日現在推計人口

・ 最も医師数の少ない２次医療圏の状況」「

徳島県の南部Ⅱ医療圏の医師数は42人，全国358医療圏中ワースト６位（平成18年医

師・歯科医師・薬剤師調査 。）

・ 10大死因による死亡率の全国順位」「

徳島県は腎不全の人口10万人当たり死亡者数23.9人で全国第７位，慢性閉塞性肺疾

患18.8人で第２位，肝疾患17.1人で第３位（平成19年人口動態調査 。なお，糖尿病）

は平成５年から平成18年まで14年連続で全国ワースト１位。

④ 県立病院における耐震化整備の状況

・災害拠点病院及び救命救急センターである県立中央病院においては、現在、２１年度

着工、２３年度完成に向け、改築事業に取り組んでいるところであり、多額の経費を

要することから、円滑な事業推進を図るため、特段の配慮をいただきたい。

【主管省庁局名】 厚生労働省医政局
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１１１１１１１１ 「「「「安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金」」」」のののの制度制度制度制度のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

希望するすべての人が安心して子どもを育てることができる環境を整備
するため，各都道府県に創設された「安心こども基金」について，より地
域の実情に即した活用が図られるよう制度の充実を図っていただきたい。

(1) 現行の「安心こども基金」の補助要件は，既存の国の補助制度の枠にと
どまっており，地方においては，保育所や放課後児童クラブ専用室等の飛
躍的な整備促進は見込めないため，有効かつ迅速な活用に向け，補助率を
引き上げることにより，実施主体の負担軽減を図ること。

① 民間保育所の緊急整備について

保育所等緊急整備事業については,現に待機児童が多い都市部においては 「安心こど，

も基金」の補助率は，すでに２／３となっている。地方においても潜在的な待機児童が

あること，雇用環境の変化に伴い待機児童の増加が見込まれることや耐震化への緊急的

対応の必要性等を勘案し，待機児童の多い場合と同様に「安心こども基金」の補助率を

２／３とすること。

② 放課後児童クラブ専用室の緊急整備について

放課後児童クラブ設置促進事業について，現在「安心こども基金」の補助率は１／３

にとどまっていることから，民間保育所をはじめとする他の施設整備と同様に１／２と

すること。

あわせて，放課後児童クラブ室を新たに新設する国庫補助制度についても国庫補助率

を１／２とし，制度の整合性を図ること。

(2) 多様な保育ニーズに対応するため，地域の実情に即した次の事業につい
ても 「安心こども基金」の補助対象事業とすること。，

① 公立保育所の緊急整備について

公立保育所の耐震化や定員増を伴う増改築を促進するため，特例的に市町村負担軽減

措置として公立保育所施設整備補助事業についても「安心こども基金」の補助対象事業

とすること。

② 病児・病後児のための静養室の緊急整備について

子どもが病気の時も安心して保育所が利用できるよう，看護師が配置されている保育

所においては病児・病後児保育事業の実施の有無にかかわらず，一時的な体調不良児を

引き続き保育するための新たな静養室の整備等，既存施設の拡張についても「安心こど

も基金」の補助対象事業とすること。

③ 放課後児童クラブからの情報発信のための環境整備について

放課後児童クラブにおいても保育所と同様に，インターネット等を活用した情報発信

が可能となるよう特例的な措置として，既設の放課後児童クラブにおける新たなＯＡ機

器の整備についても「安心こども基金」の補助対象事業とすること。
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④ 家庭的保育事業実施のための環境整備について

保育士や看護師が少人数（３人程度）の乳幼児を自宅等の既存施設を活用することに

より保育する家庭的保育事業をモデル的に実施するに当たって，実施主体の初期投資を

軽減するため，賃貸物件を活用して家庭的保育事業を実施する場合においては，既存施

設の改修費にとどまらず，経過的措置として賃借料についても｢安心こども基金｣の補助

対象事業とすること。

⑤ 認可外保育施設の環境改善について

認可外保育施設の認可保育所への移行を円滑に行うに当たって，初期投資を軽減する

ため，新たに既存施設を借り上げて保育を実施する場合に限らず，既存の保育施設を改

修することにより認可基準を満たすことができる場合には,その改修費も｢安心こども基

金｣の補助対象事業とすること。

（注釈）

① 現状と課題

・本県では，待機児童がある市町村において計画的な保育所整備や定員変更の他，延

長保育の実施など，多様な保育ニーズに対応すること等により，待機児童の解消を

図ってきたところである。

・平成２０年４月１日時点で，各都道府県の待機児童を人口１０万人当たりで比較し

てみると，本県は３．７５人（全国２７番目）である。

また，４月１日時点では３０人である待機児童も同年１０月１日時点では７７人に

増えており，今後，女性の雇用環境の変化に伴い，増加が見込まれることから，さ

らなる待機児童解消対策が必要である。

・また，本県における保育所の耐震化率は平成２０年４月１日時点で全国平均の

５９．７％を若干下回る５３．７％（全国３０番目）にとどまっていることから，

南海地震の発生が危惧される昨今，災害弱者保護の視点にとどまらず，被災者の生

活再建支援施設としての重要性を考慮し，公立・民間の別を問わず一層の耐震化促

進策が必要である。

・さらに，大都市圏に比較して利用児童数の飛躍的増加が見込まれない人口規模が小

さい市町村においては，病児・病後児を特定の施設で受け入れる現行の制度は，看

護師等の人員配置が効率的でなく，それぞれの保育所において現に通園している体

調不良児を保育することが保護者負担の軽減にもつながることから各保育所の体調

不良児の受け入れの充実に対する環境整備が必要である。

・なお，新たな待機児童対策として国において推進の方針が示されている家庭的保育

事業や認可外保育施設の整備補助については，本県において，これまで実施事例が

ないことから，事業者のチャレンジ精神を促すため，事業者の初期投資の軽減を図

るなど，きめ細やかな補助制度とすることが必要である。

② 「安心こども基金」の制度の一層の充実

こうした地方都市における特殊事情を踏まえ，より円滑に事業着手が可能となるよう

実施主体の負担軽減を図るとともに，きめ細やかな対応が可能となるよう補助対象事業

の充実を講じていただきたい。

【【【【主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名】】】】厚生労働省雇用均等児童家庭局厚生労働省雇用均等児童家庭局厚生労働省雇用均等児童家庭局厚生労働省雇用均等児童家庭局
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Ⅳ 地方公共団体へ配慮した適切な地方財政措置

１２１２１２１２ 「「「「地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化・・・・公共投資臨時交付金公共投資臨時交付金公共投資臨時交付金公共投資臨時交付金（（（（仮称仮称仮称仮称 」」」」のののの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな活用活用活用活用についてについてについてについて））））

「経済危機対策」で示されている「地域活性化・公共投資臨時交付金

（仮称 」においては、地域における公共投資を円滑に実施するため、財）

政状況が悪化している地方の実情を考慮し、地方のニーズに沿った幅広い

事業への活用と柔軟な運用が可能となる制度として創設をしていただきた

い。

(1) 「経済危機対策」で示された「地域活性化・公共投資臨時交付金

（仮称 」については、建設地方債対象経費のうち公共事業・施設費の予算）

補助の地方負担額、地方で取り組む公共事業・施設費など限定的な活用が

想定されているが、地方のニーズに沿った幅広い事業への活用を可能にす

ること。

（具体的活用内容）

○社会資本の適切な機能確保のための局部的な維持補修費

○社会資本が機能するための施設管理費

(2) 「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称 」については 「経済危機） 、

対策」がとりまとめられた後、速やかな実施が可能となるよう配慮してい

ただくとともに、申請手続き事務の簡素化やスムーズな年度間調整を可能

とするなど、柔軟な運用にすること。

(注釈）

① 現状と課題

・これまで整備してきた社会資本においては、整備後、相当の年月が経過しており、

老朽化が進んでいる。そのため、社会資本が本来果たすべき役割を果たすために

は、適切な維持補修と施設管理が必要である。

・社会資本の増加に伴い、毎年、維持管理費が増大しており、財政状況が悪化してい

る地方の負担となっている。地方単独で取り組む公共事業はもとより、その維持管

理費にも充てられれば、地方財政の更なる健全化につながる。

・ 経済危機対策」で示された「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称 」が複数「 ）

年にわたり活用された場合には、単年度おける地方の財政支出を抑制し、今後さら

なる経済対策に向け、継続的な地方の負担が可能となる。

【【【【主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名】】】】内閣府内閣府内閣府内閣府、、、、総務省自治財政局総務省自治財政局総務省自治財政局総務省自治財政局
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１３１３１３１３ 「「「「経済危機対策経済危機対策経済危機対策経済危機対策」」」」にににに伴伴伴伴うううう地方地方地方地方のののの財政負担財政負担財政負担財政負担へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置についてについてについてについて

「経済危機対策」に、地方が積極的に協力し、地域の実態にあわせた、

機動的で創意工夫を凝らした対策を実施できるよう 「地域活性化・経済、

危機対策臨時交付金（仮称 」は、より自由度の高い制度として創設をし）

ていただきたい。

(1) 「経済危機対策」に伴う地方の財政負担については、国において地

方公共団体が積極的に協力できる財政措置を講じるため 「地域活性化・、

経済危機対策臨時交付金(仮称 」制度の創設が検討されている。）

○この交付金制度については、地方において様々な創意工夫を懲らせる

ような、より自由度の高い交付金となるよう交付対象事業をハード、

ソフトいずれにおいても幅広く対象とすること。

○複数年にわたる事業はすべての実施期間を交付の対象とし、本年度が

複数年実施されている中間年次にあたっても交付の対象とするなど、

実施や用地取得を含めた着手時期の要件を緩やかに設けること。

○基金への積立金を交付金の対象とし、入札などにより事業費が下がっ

た場合に、交付金を基金に積み戻すことや、その取り崩し期間も緩や

かに設定するなど、柔軟な執行が可能となる制度とすること。

（注釈）

①現状と課題

・１００年に１度と言われる世界的な経済危機の影響を受け、本県経済・雇用を取り

巻く状況は、まさに危機的な状況となっている。

・一方、国においては「新しい経済対策」がとりまとめられるなど、追加経済対策に

向けた準備が進められている。

・しかしながら、地方においては、平成１６年度以降の地方交付税の大幅削減によ

り、非常に厳しい財政運営を強いられており 「新しい経済対策」に伴い追加の地、

方負担が生じる場合には、地方公共団体として前向きに協力することが、難しい状

況となっている。

・このため 「経済危機対策」を真に実効性のあるものとするためには、地方が事業、

主体となり、その実態にあった、きめ細やかな施策を展開することが不可欠であ

り 「新たな経済対策」に対し、地方公共団体が積極的に協力できるよう、大幅な、

地方負担の軽減策を講じる必要がある。

【【【【主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名主管省庁局名】】】】内閣府内閣府内閣府内閣府、、、、総務省自治財政局総務省自治財政局総務省自治財政局総務省自治財政局


